
　
い
ま
事
業
承
継
や
相
続
対
策
で

注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
法
人
活
用

だ
。
そ
の
理
由
は
税
制
面
で
個
人

よ
り
も
法
人
が
優
遇
さ
れ
る
傾
向

に
あ
り
、
会
社
法
に
よ
り
法
人
が

設
立
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
が
あ
る
。
た
だ
間
違
っ
た
法

人
活
用
も
多
く
、
失
敗
事
例
も
増

え
て
い
る
の
で
注
意
し
た
い
。

　
法
人
活
用
の
メ
リ
ッ
ト
と
し

て
、①
個
人
は
所
得

に
よ
っ
て
変
動
す
る

超
過
累
進
税
率
だ

が
、
法
人
は
基
本
的

に
一
定
の
た
め
、
税

効
果
が
期
待
で
き
る

②
役
員
給
与
に
よ

り
、
複
数
人
に
所
得

分
散
が
可
能
③
家
族

で
も
退
職
金
が
支
給

で
き
る
④
青
色
申
告
時
、
欠
損
金

を
９
年
間
繰
り
越
し
可
能
⑤
生
命

保
険
な
ど
の
経
費
計
上
が
し
や
す

い
⑥
法
人
に
移
し
た
不
動
産
は
自

社
株
の
承
継
で
相
続
で
き
る
た
め

相
続
時
に
登
記
費
用
が
発
生
し
な

い――

な
ど
が
あ
る
。

　
不
動
産
オ
ー
ナ
ー
の
法
人
活
用

形
態
は
、
個
人
所
有
の
不
動
産
を

管
理
す
る
不
動
産
管
理
型
法
人
、

一
括
借
り
上
げ
型
法
人
、
法
人
が

所
有
し
、
貸
主
と
し
て
賃
料
を
計

上
す
る
不
動
産
所
有
型
法
人
の
３

つ
で
、
主
流
は
所
有
型
だ
。

　
相
続
税
対
策
と
し
て
の
土
地
活

用
の
ポ
イ
ン
ト
も
押
さ
え
る
必
要

が
あ
る
。
例
え
ば
預
金
１
億
円
、

土
地
１
億
円
の
計
２
億
円
の
財
産

が
あ
る
会
社
が
、
預
金
１
億
円
で

所
有
す
る
土
地
に
賃
貸
用
建
物
を

建
て
た
場
合
、
建
物
は
固
定
資
産

税
評
価
額
（
６
０
０
０
万
円
）
か

ら
借
家
権
（
３
割
）
が
差
し
引
か

れ
４
２
０
０
万
円
の
評
価
と
な
る
。

　
土
地
の
相
続
税
評
価
額
は
借
地

権
と
借
家
権
を
乗
じ
た
割
合
が
差

し
引
か
れ
、
ほ
ぼ
８
２
０
０
万
円

と
な
る
。
つ
ま
り
２
億
円
の
財
産

が
１
億
２
４
０
０
万
円
の
評
価
に

な
る
の
で
、
７
６
０
０
万
円
の
評

価
減
と
な
る
わ
け
だ
。
建
物
の
建

築
費
を
借
入
金
で
賄
っ
て
も
評
価

減
額
は
同
じ
な
の
で
、
借
入
金
を

持
つ
こ
と
自
体
が
相
続
税
対
策
で

は
な
い
。

　
不
動
産
所
有
法
人
活
用
の
留
意

点
は
①
法
人
に
不
動
産
を
動
か
し

た
場
合
、
そ
の
不
動
産
は
相
続
財

産
で
は
な
い
の
で
、
事
前
に
遺
産

分
割
も
考
慮
し
、
相
続
税
の
試
算

を
行
っ
て
お
く
②
不
動
産
の
共
有

と
同
じ
リ
ス
ク
が
あ
る
の
で
、
兄

弟
間
の
共
同
出
資
は
し
な
い
③
売

却
す
る
個
人
は
所
得
税
の
確
定
申

告
が
必
要
な
ど
が
あ
る
。

　
不
動
産
賃
貸
経
営
に
は
、
メ

リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
こ

と
を
認
識
し
、
信
頼
で
き
る
税
理

士
や
資
格
を
有
す
る
不
動
産
コ
ン

サ
ル
タ
ン
ト
に
相
談
す
る
こ
と
を

お
勧
め
す
る
。
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